
再雪山法学 30巻 1号 (2006年)

員同 説

裁判員の刑事裁判への参加意識と

法に関する認識 (2)

一一予備的アンケート謂査から一一

岡田悦典/仲真紀子/藤田政博

I はじめ に

2 方法

3 裁判員の参加意識

4 裁判員の法と証拠評価に関する認識

4.1 証明のためのノレ-Jvlこ関する認識

4. 2 法・手続・心理学変数に関する認識

4.3 法律ffl語に関する認識

4. 4 まと め

5 積極的自由・消極的自由と司法参加

6 裁判員制度の課題

7結論

(以上， 29巻 3号)

(以上，本号)

4 裁判員の法と証拠評価に関する認識

階審制度に関する実証研究では，裁判官と陪審員との比較研究が盛んで、あ

る (Kalvan& Zeisel， 1966; Baldwin & McConvilIe， 1979)。両者の比較に関心が集ま

るのは，もともと，両者が一緒になって判断をすることがなし陪審による

判断がよいか，それとも裁判官による判断に委ねるべきか， という二者択一
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の議論があるからである。これらの比較研究では，陪審員の証拠を理解する

能力が十分であるかどうかに，関心が集まっている。

一方，参審制の場合lこは，裁判官が参審員と一緒に評議体を形成する。し

たがって参審制では，裁判官が参審員lこ与える影響は，陪審制よりも強いは

ずである。開様に裁判員都度は，裁判官と裁判員が一緒になって，有罪・無

罪合判断するという制度である。だから，このような負の側面の影響を危慎

する声は多い。専門家と非専門家が協働するからこそ，陪審研究によって行

われている専門家と非専門家の違いを把握することは，裁判員制度では，よ

り一層，重要である。

特に，裁判員は法律の素人である。だから裁判員には，法律家が持ち合わ

せていない感覚を，裁判に導入することが期待されている。しかし，裁判員

が持ち合わせる法律知識は，裁判官と比較して，十分で、はないだろう。ま

た，裁判官のような専門知識を持ち合わせることが，裁判員に期待されてい

るわけではない。ただし，専門知識の差があまりに大きいと，裁判員は積極

的に参加できないかもしれない。実際に，法律知識が必要な場面も多いであ

ろう。

もっとも，一般の人々が法律知識についていかなる認識を持ち合わせてい

るのか，私たちは十分に担握していない。そこで，次に，市民の法律知識や

事実認定に関する認識を把援するための調査を行った。

調査は 3撞類lこ分かれる。まず，証明のノレーノレに関する認識について調査

した(調査I)。次に，重要な手続上の権利や原郎，証拠評価に関する認識

(調査II)し代表的な法律用語を選定し，その用語に関する意識を調査した

(調査 III)。

また，調査 IIの中で，証拠評価に関する心理学変数について由答を求め

た。これらの調査項目では，心理学による先行研究を利用した。

以下， 4.1では調査Iについて， 4.2.1では調査 IIについて， 4.2.2では諮

査 IIの心理学変数に関する分析について， 4.3では調査 IIIについて，順次

検討する。
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裁判員の刑事裁判への参加意識と法に関する認識 (2)

4. 1 証明のためのノレーノレに関する認識

調査Iでは，耶事裁判における証明構造について， どのように市民が考え

ているのかを調べてみた。

刑事裁判では，検察官が訴因を設定し(刑事訴訟法256条 l項)，検察官に

「当該被告人が犯罪行為を行ったj ことを立証する責任がある。また，検察

官が合理的な疑いを超える程度まで，立証する必要がある。そして，事実認

定者も高い確信に玉さることによって，初めて有罪を認定できる。

刑事裁判は，国家による刑罰権を発動するかどうかを決める裁判である。

したがって，刑事裁判によって，市民一人ひとりの基本的かつ重大な価値が

制限されるかもしれない。それゆえ，刑事事件の判断は慎重に行う必要があ

る。

この構造がどの程度認識されているのか，以下の設定にて， 3つの質問ぞ

試みた。

「生まれて 3ヶ月の長男の母親が，夫とともに約一ヶ丹間，長男に十分な

授乳をせず低栄養状態に陥らせ，放置しつづけた。その結果，子供は脱水

を伴う低栄養により死亡した。」と，検察官は，裁判の最初で述べました。

そして，母親が子供そ殺すつもりで放置し続けたと述べ，保護すべきもの

が保護せずに，子供を死亡させた罪(保護責任者遺棄致死罪)に当たると

指摘しました。

質問① あなたは，この起訴事実をもとにして，母親を，子どもを死亡さ

せた罪で有罪とすることができますか。

質問② 検察宮は，母親の犯罪事実について立証しようとしましたが，十

分に立誌できず終わりました。弁護側は犯罪事実がないことを立証して

いません。これ以上裁判を関〈予定はありません。このとき，あなたは
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どのように判断しますか。

質問③ 検察官が十分に犯罪事実を立証できませんでした。弁護人は，

供の死が母親の怠壊によるものではなく，病気によるものだと主張しま

した。しかし，死習が病気によるものという立証は，十分にできません

でした。これ以上裁判を開く予定はありません。このとき，あなたはど

のように判断しますか。

結果を，表 15から表 17までに示す。

質問①では，厳密にいえば起訴の段階だから，有罪と判定することはでき

ない。しかし， 3分の l強が「有罪とすることができる」と屈答した。ま

た， i有罪とすることができるが，まだわからないJと厨答した割合が最も

高かった。

質陪②では， i被告人を有罪とする」が 36%あり，無罪よりも多かった。

この笠間でも，検察側が十分に立証で、きなければ，犯罪の証明がなかったと

して，無罪を言い渡す必要がある。しかし，無罪と回答した割合は約 4分の

lであった。

質問③では「被告人を有罪とするJが34%となり，無罪よりも多かった。

この質障の自的は，検察官が犯罪事実を十分に立証できず，一方，弁護舗も

その弁解を十分に立証することができなかったというときの判断枠組みを尋

ねるためのものである。そして，弁護側がどうであれ，検察側が十分に立証

できていない場合には，いずれにせよ，被告人には無罪を言い渡す必要があ

る。しかし，調査の結果，無罪と回答した割合は，質問②と同様に 4分の l

程度であった。

ただし，匝答者に質慌の意図が十分に伝わっていない可能性もある。例え

品質問①では，起訴事実をもとに有罪・無罪の認定ができるかどうかを尋

ねた。この段階では，証拠が出ていないから，有罪を判断することはできな

いとすべきであろう。茸開票では起訴事実には下線を引いて注意合促した。

しかし， i起訴事実をもとにしてj の意味合いが，必ずしも十分には理解さ
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裁判員の刑事裁判への参加意識と法に関する認識 (2)

表 15 質問①の回答

有罪とすること|有罪とすること i待とすること iわからない 合計
ができる はできない ができるが，ま

だわからない

% (実数) % (実数) % (実数) % (実数〕 %(爽数)

37 (107) 5 (15) 52 (151) 

表 16 質問②の回答

被告人を無罪と 被告人を有害主と わからない
する する

% (実数) % (実数) % (実数)

24 (70) 36 (103) 40 (116) 

表 17 質問③の毘答

被告人を無罪と 被告人を有罪と わからない
する する

% (実数) %(実数) % (実数)

26 (76) 34 (98) 40 (115) 

れていない可能性があったかもしれない。

7 (19) 100 (292) 

合計

% (実数)

100 (289) 

合計

% (実数)

100 (289) 

質問②と質問③で f被告人を有罪とする」と回答した理由としては，具体

的な事件の記述を「確定した事実j と理解して回答した可能性がある。その

ような理解が生じるのは，おそらく，裁判で十分に立証されなかったという

ような事態守，回答者があまり想像できないためなのかもしれない。しかし

その認識では， r疑わしきは被告人の利益にj という刑事裁判の原則が意識

されているわけではないだろう。

また，質問②では fわからない」と回答した理由として，その匝答者は，

弁護側の立証がなかったので，その立証をさらに期待したのかもしれない。

しかし，そうだとすれば，回答者は，刑事訴訟における基本的な挙証責任の

構造を明確に意識したわけではないだろう。

一方，質陪②と③で，逆に，無罪とすることができると国答した背景に

は，問答者が「疑わしきは被告人の和益lこjの漂則を十分に意識した可能性

は高いであろう。
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3つの質陪では， r有罪とすることができるが，まだわからないj，あるい

は fわからないj と回答した割合が高かった。わからないと回答した理由と

しては， r事実関係がまだ明らかではないから j，あるいは「もっと調べてほ

しい」と考えたのかもしれない。しかし，そうだとすると， r裁判が当事者

主義に基づき，両当事者(被告人間，検察官側)のイニシアチブに基づいて

証拠が提出され，事実が明らかにされるJという趣旨が， ここでは強〈意識

されているわけではないだろう。

したがって，法律家が共有していると思われる証明構造や裁判の仕組み

を，市民の多くは，必ず、しも強〈意識しているわけではないようである。

4.2 法・手続・心理学変数に関する認識

4.2.1 一般の市民が法・手続について持っている認識

調査 IIは，まず項目 lから 12までの刑事手続に関する知識について，市

民がどのように考えているのかを調べるために行われた。各調査項目および

各項目に対する回答を表 18!こ示す。

①は無罪推定の原則，②は黙秘権，③は自由心証主義，④は補強法則につ

いて尋ねた。⑤~⑧および⑫は「どのようなものが証拠となるのか，ならな

いのか」についての認識を尋ねた。⑨は挙証責任，⑬~⑮は証明の程度につ

いての回答を求めた。これらの項目を「正しいj，rわからないj，r間違って

いるJの選択肢によって匝答を求めた。なお，それぞれの項目には，法律知

識があれば答えてもらいたいと作成者が考えている選択肢がある。表団で

は，その選択肢を斜線ノtターンにて示す。

法律知識を持っているとすれば，正解として匝答してほしいと予定してい

る選択肢を匝答した割合は 10項目，過半数以上であった。特に， 80%以上

の質問は②「被告人が黙秘したとしても，これだけで，被告人を犯人扱いし

てはいけないJであり， 70%以上のものは，⑦「被告人の供述を内容とす

る文書は，証拠となることがあるん⑧「被告人の意思に反して無理矢理供
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裁判員の刑事裁判への参加意識と法に関する認識 (2)

表 18 一般の市民が法・手続についてもっている認識

調査項El

①被告人は，法廷で設拠により有罪であると
証明されるまで，無罪と推定される

②被告人が黙秘したとしても，これだけで，
被告人を犯人数いしてはいけない

③証拠については，裁判員はそれぞれ，信用
できるかどうか自由に判断することができ
る

④被告人の供述だけしか証拠がない場合に
は，この供述に慕づいて，被告人を有努と
することができる

⑤裁判の最初に，検察官が読む起訴状は，証
拠である

⑥法廷で証人が証言する内容は，証拠である

⑦被告人の供述を内容とする文警は，証拠と
なることがある

⑧被告人の2霊感に反して無理矢潔供述させら
れたことであっても，証拠となる

⑨被告人は，自分が無罪であることを証明す
る資{壬がある

⑮検察官の有罪の証明は， r有罪の証拠があ
る」ということだけで充分である

③ fもしかしたら有罪ではないかもしれな
いJという疑問があっても，前毒事裁判では
有罪としてよい

⑫うわさも，証拠とすることができる

正しい|わからないi賂遼つでいる| 合

%(実数).1 % (実数) 1 % (実数)

19 ( 55) I 15 ( 42) I 100 (285) 

9 ( 27) 1 6 ( 18) 1 100 (286) 

26 ( 74) 1 20 ( 58) 1 100 (286) 

31 ( 89) 1;'ノ子〆60ノ>(in51100 (287) 

37 (106) 1，川7み~ü3)1 100 (285) 

29 ( 84) 1 16 ( 46) 1 100 (287) 

100 (286) 

8 ( 24) 20 ( 58) 100 (288) 

38 (108) 31 ( 88) 100 (284) 

13 ( 36) 36 (103) 100 (283) 

3 ( 10) 19 ( 56) 100 (288) 

2( 7) 19 ( 53) 100 (286) 

(斜線ノ号ターン部分は質問作成者が回答してほしいと希望する選択肢である)

述させられたことであっても，証拠となる J，⑮ rwも し か し た ら 有 罪 で は な

いか も し れ な いiという疑問があっても，刑事裁判では有罪としてよいJ，

⑫「うわさも，証拠とすることができるJであっ た。その他の質陪について

は，項臣⑤と項目⑨を除いていずれも 50%以上であった。

これらの中で，相対的に都合が低いものとしては，①無罪推定原則の

66%，③自由心証主義の 54%， ④ 補 強 法 期 の 60%，⑥法廷の証言は証拠と

なるかどうかを尋ねた項目の 55%，⑮「検察官の有罪の証明は， w有罪の証
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拠がある』ということだけで充分である」について尋ねた項百の 51%であっ

?こ。

このような結巣から，基本的な法律知識については，市民は法律家と共有

していると予想、できるであろう。しかし，法律家は，おそらく作成者の予定

した選択肢をほとんど回答するであろう。したがって， 90%を超える項目

がなかったことについては，法律家とー殻の市民との認識に，一定の差があ

るのかもしれない。

また，③自由心証主義については，法律学上も…定の制約があるとされて

いるから(例えば経験則に基づくなり，むしろ，予定していた選択肢を回答し

ない割合が多かったのかもしれない。一方，項目@は，検察官が証明すべき

「合理的な疑いを超えたj証明という基準が認識されているかどうかを尋ね

る目的のものであった。しかし，調査項目では，必ずしもその趣詣が認識さ

れていたわけではない可能性もあるだろう。

私たちがむしろ認識すべきであるのは，回答してもらいたいと考えてい

た選択肢に相対的にあまり回答が集まらなかった項自である。市民の回答

で，問題作成者が予定した選択肢を由答した離合が 50%を下回る項目は，

⑤「起訴状は証拠であるかJと，⑨「被告人は無罪であることを証暁する

任があるかjであった。また，⑤起訴状では， rわからない」と回答した割

合が 37%と高かった。⑨挙証責任では，作成者が予定していた選択肢とは

反対の阻答をした都合が 38%と高かった。これらの項目では，法律家と一

般の市民との間には，その認識に大きな差異があるものと予想される。

特に，多くの法律家は， r被告人には無罪を証明する責任などないJと考

えるはずであろう。しかし，市民がそのように考える割合は 3割程度であっ

た。これらの質問では，法館学を学習している人々が共有している認識は，

市民の関では必ずしも共有されているわけではないと予想される。

同様の仮説は，項居⑤の他に， 50%台の項呂⑥と項罷⑮についても，い

えるであろう。これらの調査項呂を鑑みると，特に， r法廷では何が証拠と

されるのかJ，r証拠を提出して事実を証明していくときのノレーノレと基準は伺
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裁判長の刑事裁判への参加意識と法に関する認識 (2)

かj という事項については，法律家が一般に共有していると思われる認識と

市民の認識との間には，差があると考えられる。

「わからないj と回答した割合も，意外と高い都合を示していたといえよ

う。 4分の 1(25%) 以上の回答者が「わからないJと回答した調査項目は，

項目③~⑥，⑨~⑮であった。

以上そまとめると，ある程度，市民は法・手続知識の認識を法律家と共有

している。しかし，証拠に関する認識，特に， r何が証拠とされるのか，さ

れないのかJについては，項目次第では，法律家との間で認識に差があると

考えられる。ただし，法律家との比較を行っているわけではないので， この

結論は，あくまでも仮説としての問題提起にとどまるものである。また，

4.1でも検討したように，基本的な証明のノレーノレについても，同様のことが

いえるように思、われる。

4.2.2 …般市民が目撃証言に関する心淫学的変数について持っている信念

裁判員は，裁判官とともに証拠を取調べ，事実認定に向けての心証営形成

する。証拠を評価する際の法学的基礎知識については上記 (4.2.1)で述べた

通りである。では，目撃記i意や証言能力などに関する心理学的知識はどうで

あろうか。証言の正確性に影響を及ぼす可能性がある， とされる心理学的変

数は多い。一般の市民は個々人の内省や観察だけで，適切な判断を行うこと

ができるであろうか。

項目⑬~⑩を表 19に示す。これらの質問は，一般市民が自撃記憶や証言

能力に関する心理学的変数についてどのように考えているかを調べるために

行われた。なお，分析は複数回答4つを削除した上で行い，数値は小数点、第

3位以下を切り捨てたものそ示す(%は有効桁数2桁とする)。

4. 2. 2斗 現実の事併でも開題となる項目

18項目のうち，⑬「やってもいない犯罪を無実の人が自白するはずがな

いJ，⑬rDNAや指紋の鑑定で，犯人かどうかは確実にわかる J，⑮「数多
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表 19 一般市民が目撃薮言に関する心理学的変数について持っている信念

(破線内は Eくa田inらの夜回より作成した)

調まま I長自
立しい|わからない|間違っている i合計

% (実数)I % (実数)I % (実数) I % (実数〉

⑬やってもいない犯罪を無実の人が自白する I18 ( 53) 
はずがない

⑬ DNAや指紋の鑑定で，犯人かどうかは確I 48 (138) 
実にわかる

⑬数多くの写真から目撃者が選んだ人は，確l
5 ( 17) 

実に犯人である | 

:⑬強い恐怖を引き起こした体験の出来事は， I I 15 ( 44) 
普通の出来事の記憶よりも正確である ! 

:⑫銃やナイフなどの凶器があると，目撃者は

そちらに注意がいってしまい，犯人の顔を

: よく記憶できない

:⑬目撃した時間が短ければ短いほど，事件の

i 記憶は不正確になる

:⑬自撃者が自信をもって行った証言は，正篠
[ である

:⑫目撃証言は，人の慈見やメディア報道な

j ど，後に見開きしたことによって影響を受
. ける

:@事件とは全く別の状況や文脈で見た人物
j を，誤って犯人だと思いこんでしまうこと

がある

j⑫酔っぱらった状態で尽聖書したことは信用で
きない

:⑫外傷体験(トラクマ)は抑圧され，思い出

せなくなることがある

;⑫完全に忘れていた外傷体験(トラクマ)

は，突然思い出されることがある

:⑧証言に含まれる実際の体験は，思量，思い込
み，~想などから客綴的に区別することが

できる

:⑧幼児の証言は信用できない

⑫知らない人を目撃した場合より，知っていi
る人(知人)を白書塁した場合の方が証言はI46 (133) 
信用できる

⑫繰り返して証言するうちに，記憶は正穫に
なる

13 ( 39) 

100 (285) 

100 (287) 

100 (287) 

100 (287) 

100 (287) 

100 (287) 

100 (287) 

7 ( 21) 100 (289) 

8 ( 23) 100 (285) 

15 ( 44) 100 (285) 

4 ( 14) 100 (284) 

100 (283): 

100 (282): 

100 (283)! 

100 (284) 

100 (282) 

⑫記憶はビデオやテープレコーダーのような，^( 'lA¥  I .....') f ..:'0¥ I ~ :~\Í'~t::.'</XOL:\ I 
ものであり，一度体験したことは忘れない110 (叫 23 (ω)1 云〆;そりJ~を I 100 (284) 

1<:::ふうノりy うにヲラ

⑩一般に，目撃証言は信用できる I 27 ( 77) I 48 (138) 受信号I100 (282) 

(斜線ノ4ターン部分は質問作成者が回答してほしいと希望する選択肢である)
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くの写真から呂撃者が選んだ人は，確実に犯人である」の 3つは現行の裁判

でしばしば争点となる問題で、ある。刑事事件の大多数においては，自由は真

実を反映し， DNA鑑定や指紋鑑定の結巣は信頼性の高い識別方法だとさ

れ，単独面通しに比べれば，多数の写真を用いての写真識別はより正確だと

いえるであろう。しかし，虚偽自白は鑑罪の大きな要因と考えられている

(仲・村井・一瀬， 2005)。また， Wellsらの研究には (Wells，Small， Penrod， Malpass， 

Fulero & Brimacombe， 1998)，指紋判定が行われたにも拘わらず，軍罪であった

事例が示されている。また，数多くの写真を提示することが目撃者の言日曜を

歪める場合があることを示した研究もある (Naka，Itsukushima， Itoh & Hara， 

2002)。いずれの項目も必ずしも「確実Jとはいえない可能性がある。

結果を表 19に示す。⑮自白と⑮写真についてはそれぞれ 55%，過半数の

人々が「間違っている」とした。「わからないJという反応もそれぞれ 25%，

38%と高いが，少なくとも「正しい」と い切れないと匝答している。

しかし，⑬に対しては「正しい」が 48%であり， rわからない」も 29%と

多いものの， r間違っている」という反応は 22%であった。虚偽自白や写真

識別における危険性については，市民もある謹度周知しているといえるであ

ろう。これに対し， DNA鑑定や指紋鑑定などの科学鑑定については，信頼

度が高いと考えているようである。

4. 2. 2-2 Kassinらによる項目

⑮~⑮は， Kassinらの論文 (Kassin，Tubb， Hosch & Memon， 2001)から採用し

たものである o Kassinらは心理学的な 30の命題について，専門家がどの程

度信頼できるとしているかを調査した。本調査では面通しゃラインアップな

どの専門的な手続に関する項目を除いた 10命題について，文を?簡易化した

上で 11の調査項呂とした(⑫，⑧は 1つの命題であったものを 2項目とした)。

まず，専門家の回答と一般市民の盟答を比較しながら見てみよう。専門家

の80%以上が「信頼できるj とした命題は以下の 6項目であった。これら

の項目と本調査での項目(司以降に示引を対で示す。なお，項目の提示顕
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は，専門家が「信頼できる」としている願とする。

-事後情報効果:目撃証言は，目撃者が実際に見たものだけでなく，後に

見たり開いたりした情報によっても影響を受ける (94%)。斗⑫「目撃証

言は，人の意見やメディア報道など，後に見開きしたことによって影響

を受けるJ(75%)。

・飲酒:飲酒した状態で自撃したことは，後で思いだしにくい (90%)。

=宇⑫「酔っぱらった状態で目撃したことは信用できないJ(48%)。

-凶器注呂効薬:銃やナイフなどの凶器があると，目撃者はそちらに注意

がいってしまい，犯人の顔をよく記憶できない (87%)。コキ@i銃やナイ

プなどの凶器があると，呂撃者はそちらに注意がいってしまい，犯人の

顔そよく記犠できないJ(55%)。

・確信度と正縫さの関係・百撃者が確信を持って証言を行っても， その証

言が正確かどうかは不明である (87%)0 =宇⑮「自撃者が自信をもって

行った証言は，正確であるJ(47%) (⑮は逆の尋ね方合する逆転項目としたの

で f潤違っているj とした反応をカクントした)。

・無意識的転移:目撃者は事件とは全く別の状況や文脈で見た人物を誤っ

て犯人だと思いこんでしまうことがある (81%)0 =宇⑫「事件とは会〈別

の状況や文脈で見た人物を，誤って犯人だと思いこんでしまうことがあ

るJ(68%)。

.13撃時間事件を自撃した時聞が短ければ短いほど，その事件について

の記憶は少なくなる (81%)0 =キ⑮「呂撃した時聞が短ければ短いほど，

事件の記矯は不正確になるJ(35%)。

「事後d椿報効果j と f無意識的転移Jについては，市民のそれぞれ 75%，

68%が専門家と同様に「正しい」と判断そした。これらの項目では「わか

らない」とする反応も 17%，23%と比較的少なし市民が専門家と悶様の

判断を行っていることがわかる。
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しかし， その他の項目については積極的に「わからない」とする反応が多

し回答ぞ保留する人が多かった(1わからないJの率は「飲酒J360/0， r凶器注目

効果J37%， r確信度と正確さの潟係J44%， r目撃時間J33%)。ただし「飲酒JI凶

器注目効果JI確信度と正確さの関係」については，それぞれの効果を苔定

する判断も少ない(願に 15%，6%， 8%)。したがって「飲酒ム「凶器在日効

果J，I確信度と正確さの関係j については，市民の反応は低いながらも専門

家と開ーの方向を示しているといえるであろう。

これに対し「目撃時間jでは，市民は専門家とは異なる判断を行ってい

る。目撃時間では「目撃時闘が短いほど記憶は不正確になる」を「間違って

いる」とする人が 32%いた。時闘が短くても印象に残ることもある， と考

えているのかもしれない。

次に，専門家の開でも割れる意見のある項自，すなわち専門家のふ 7割の

みが支持している 2項目について検討する。

-幼児の証言:幼児の日 は，大人の自 よりも不正確である

(70%)司⑮「幼児の証言は信用できないJ(9%)。

-生命の危検など，極度のストレス下で目撃したことは不正確である

(60%)吟⑮「強い恐怖を引き起こした体験の出来事は，普通の出来事

の記憶よりも正確であるJ(47%) (⑬は逆の尋ね方をする逆転項混としたので

「関違っている」とした反応をカクントした)。

専門家の 7割は，幼児の証言は大人よりも不正確であると考えている。な

お， Kassinでは「幼児の被暗示性:幼克は大人よりも，事情聴取持におけ

る暗示や，他者からの圧力，その他の社会的影響を受けやすい」という項目

についても調べているが，こちらは 94%が「信頼できるJ(つまり，幼児は絡

示や圧力を受けやすい)と判断した。専門家は， I幼児は被暗示性が強いのは確

かだが，供述の正確さは面接法に依序する」と考えているのかもしれない

( {I中・上宮， 2005)。
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市民について見ると， ["幼児の証言は信用できないJを「正しいJとした

市民はわずか 9%であれ逆に「間違っているj とした判断は 50%であっ

た。数字だけを見れば，専門家と正反対の判断をしている。専門家による 7

割という値をある程度一般的だと考えれば，市民は誤った判断をしていると

いえるであろう。しかし， ["信用できないj という言葉は「不正確j よりも

強し市民は「信用できないとまでは言えない」と判断した可能性がある。

また， ["子どもは嘘をつかないJ["幼児の言葉lこも一分の理がある」など，幼

児の発奮を重んじる態度を皮映しているのかもしれない。本調査でも f不正

確Jという雷葉そ便うべきであったかもしれない。しかし，少なくとも「幼

児の証言は信用できないj という主張は，一般市民には受け入れられにくい

という点で，専門家の判断とは大きく異なっているといえるであろう。

スト νスについては，ストレス下であっても中心情報の記憶はよいという

結巣もあることが知られている(レピュクとしては，越智， 2005;大沼・箱回，

2005などを参照のこと)。このような研究があるために，専門家も明確な判断

を保留した可能性がある。市民の判断も「強い恐怖を?引き起こした体験の記

憶は正確である」そ「間違っているJとする反応は 47%，これを f正しい」

とする反応は 15%であり，専門家と向一方向の判断であった。

最後に，専門家が「信頼できるJとは考えていない，むしろ誤りだと考え

ている項目について検討する。

KassInでは， ["実際にあったことの記憶と実際にはなかったことの記憶

(誤りや思い込み)とは正確に墜別することができる(弁別性)Jについては「信

頼できる」とした人は 310もであった。また，近年偽りの記櫨論争として問

題となっている「外傷(トラクマ)的な出来事は長年にわたり抑圧され，後

に自復される(抑圧)Jについては， 22%しか「信頼できるJとしなかった。

-記憶の弁別:実際にあったことの記憶と実際にはなかったことの記憶

(誤りや思い込み)とは正確に区別することができる (32%)。二今⑫「証言

に含まれる実際の体験は，嘘，思い込み，空想、などから客観的に区別す
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ることができる。J(12%) 

・長期にわたる抑圧:外傷(トラクマ)的な出来事は長年にわたり抑圧され，

後に間後される (22%)0=宇⑫「外傷体験(トラクマ)は抑圧され，思い出

せなくなることがあるJ(65%)。⑫「完全に忘れていた外傷体験(トラク

マ)は，突然思い出されることがある J(71%) (長期にわたる抑圧について

は，抑圧と回復をそれぞれ⑫，⑫に分けて尋ねた)。

Kassinらは各項目について， 6段暗評定(および「わからないJ) も求めてい

る。その評定によれば， 1言己憶の弁別Jは専門家の 21%が 11:むしろ反対J

とし， 39%が 12:支持する証拠がないJ，23%が 13:結果が…賞してい

ないJと判断した。 14:そのような傾向があるJ15:信頼できるJ16:た

いへん信頼できるJを合わせても 10%である。市民でこの命題を「正しいj

としたのは 12%であり，一見専門家と同様の判断念したかのように見える。

しかし， 1わからないJが 56%，1関連っているJ(つまり，弁別できる)とし

た人が 32%であり，むしろ弁別できるという人の方が多かった。

「記憶の抑圧j は欧米，オセアニアにおいて， 1抑圧/回復された記穏論

争j あるいは f偽りの記憶論争」として開題となっている現象を反映してい

る。典型的な例では，心理的な問題を抱える人がカワンセラーから， 1あな

たは子ども時代に性的虐待のような恐ろしい体験をしたに違いない。その記

櫨ぞ抑圧しているから，現在のような心理的問題が生じるのだ」という暗示

を受ける。このような暗示のもとに，催眠やグループセラピーなどによって

全く忘れていた，すなわち抑庄していた外傷的な記憶がよみがえると主張さ

れている。このような記矯は事実を反映しているという主張がある一方で，

それは暗示によって植え付けられた偽記憶であるという懐疑的な主張もあ

る。 KassInらの調査では， 1外傷(トラク7)的な出来事は長年にわたり抑圧

され，後に回復される」という主張が信頼できるとした人は 22%であり，

これは 18の項自のうち，最低の値であった。本調査では， 1抑在」と「回

復Jをそれぞれ⑫，⑫の項巨に分けて質関した。その結果，市民の 65%が
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外傷的な記憶は抑圧されるとし， 71 %は回復が生じると判断した。そのよ

うなことは間違いであるとしたのは， どちらも 4%であった。

欧米でも，心理学の専門家，大学生，一般市民等を対象に，抑庇/回復に

ついての信念を調べた調査がある。例えばVanWallendael (1999) は，アメ

リカ心理学会会員(専門家)，心理学修士課程院生，心理学以外の樽士号保持

者，心理学専攻の学部生，心理学入門を受講している学部生，一般市誌の 6

グループについて o(絶対ない)から1O(絶対ある)の 11段措で尋ねたとこ

ろ，上の}I贋lこ3.91，4.89， 5.70， 6.00， 6.30， 6.30という評定であった (5以

上が「あるj という判断になる)。つまり，専門家は抑圧/回復はないとし，修

士課程院生は「どちらでもないJ，それ以外の学部生や市民は「あるj とい

う回答となる。市民は「あるJとする度合いが最も高い。本研究での回答者

も，合衆閣の市民と同様の判断をしたといえるであろう。

4.2.2-3 その他の項目

上記に加え，本調査では，以下の 4項目について尋ねた。最初の 2需は筆

者らの現在行っている研究との関連で尋ね，後の 2樟はより一般的な事項に

ついて，市民の認識を?知りたかったからである。

⑫「知らない人を目撃した場合より，知っている人(知人)ぞ目撃した場

合の方が証言は信用できるj は，一般的にはそのように信じられることが多

いが，知らない人を知っている人と見間違うなどの問題が指摘されている

(浅井・佐藤・菅原， 2002)。

また，多数の供述を繰り返しとる現行の捜査においては，⑮「繰り返して

証言するうちに，記憶は正確になる」についての一般的認識を尋ねることが

有意義だと考えた。心理学においては，再生を繰り返すことは記壊を歪める

方向に働くことが知られている(パートレット， 1983)。

⑫ f記i意はビデオやテープレコーダーのようなものであり，一度体験した

ことは忘れないj は，記憶に対する見方を尋ねるための質侍である。心理学

においては，記情は再講成的なものであることが広〈認められている。最後
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に⑩「一般に，目撃証言は信用できるj によって，目撃証言全体に関する

頼度を尋ねた。

表 19に見られる通り，⑮繰り返しと⑮ビデオやテープレコーダーについ

てはそれぞれ 48%，65%と過半数の人々が「間違っているJとした。「わか

らない」という反応も 37%， 23%と高いが，少なくとも「正しいj とは言

い切れないと由答している。しかし，⑫知人の目撃に対しては「正しいJが

46%であり， ["関連っている」という反応は 21%であった。知人の自撃事

態に関わる問題は，心理学研究においてもいまだ十分には検討されていない

(浅井， 2001)。そのため，見開違いの危険性は市民にも認識されていない可

能性が高い。最後lこ，⑮目撃証言の信用性については， 49%が「わからな

い」と判断した。目撃証言の信用性判断は，それこそが証拠評価の中核の一

つであり，その意味では，市民の判断は適切だといえるかもしれない。

以上をまとめると，市民の判断は，傾向としては専門家とさほど大きくは

異ならないが，専門家ほどには明確な判断を行っていないといえるであろ

う。また，中には幼兇の証言や抑圧と回復など，市民と専門家とで逆の判断

が見られた項屈もある。適切な証拠評価のためには，裁判員が心理学的知見

営理解していくことも将来的には重要であろう。

4. 3 法律用語に関する認識

法律用語は，日常用語とは異なる使い方や，自常ではあまり使用しない用

語も多い。そこで，次に調査 IIIは，任意的にピックアップした用語の意味

や使い方の認識な市民がどのように考えているか調べるために行われた。

「わからないj も含めて三択にて，回答が求められた。

質問の内容を以下に，結果を表 20に示す。

-主尋問

1.裁判官が尋関する場合をいう
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2. 証人伝呼んだ検察官あるいは弁護人が尋問する場合をいう

3. わからない

・証拠能力

1.証拠として用いることができる資格のことをいう

2. 裁判宮の心を動かす力のことをいう

3. わからない

・伝筒証拠①

1.言葉だけの証拠のことをいい，形がないものをいう

2. 裁判官が，内容を直接本人に確かめることができない証拠のことを

いう

3. わからない

・伝周証拠②

1.伝聞証拠は，原則として，証拠である

2. 伝聞証拠は，原則として，証拠とすることができない

3. わからない

・起訴猶予

1.起訴するかどうかを考える期需のことをいう

2. 犯罪をした競いがあるが，起訴をしないことをいう

3. わからない

・自白の任意性がある

1.自分の意志で自自したと評価できることである

2. 自自主?証拠として信用することができるということである

3. わからない

・員面調書

1.裁判官の前で作られた調書のことである

2.警察宮の前で作られた調書のことである

3 わからない
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表 20 法律用語の認識

裁判長の刑事裁判への参加意識と法に関する認識 (2)

主 尋問

選択絞 1 選択肢2 わからない 合計

%(実数) % (実数) %(実数) %(実数)

30 ( 85) 100 (283) 

12 ( 35) 100 (286) 

38 (109) 100 (284) 

46 (129) 100 (283) 

11 ( 31) 100 (286) 

23 ( 65) 100 (286) 

60 (173) 100 (284) 

23 ( 65) 100 (284) 

14 ( 40) 100 (285) 

20 ( 56) 100 (278) 

6 ( 17) 100 (277) 

4 ( 10) 100 (279) 

E正j処能 力

伝間証拠①

{云悶証拠②

起訴猶予

自白の任意性

員面調警

公訴事 実

努状認 否

憲

議
問不意向

異

ア リバイ

(斜線パターン部分は質問作成者が回答してほしいと希望する選択放である)

-公訴事実

1.被告人が訴えられている事実とは闘の犯罪事実のことである

2. 被告人が訴えられている事実のことである

3. わからない

・罪状認否

1.裁判官が起訴された罪を認めないことである

2. 被告人が犯罪事実について認めるか，あるいは認めないことである

3. わからない

-間意・不問意

1.裁判宮の提案に対して，賛成ないし反対することである

2. 相手側が出した証拠を，証拠として認める， または認めないことで

ある

3. わからない
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-異議

1.裁判の結果に納得できず，裁判官に注文をつけることである

2. 証人の尋問で，尋問しない側が尋問した側に注文をつけることであ

る

3. わからない

・アリバイ

1.犯罪を犯していないという裏づけ証拠のことをいう

2. 犯罪行為の時間に，別のところにいたことを証明する証拠のことを

いう

3. わからない

「主尋問」は，公判での交互尋問方式を認識しているかどうかを調査する

ために用意したものである。その他に，証拠に関する知識は裁判員には重要

と患われるため， I証拠能力JI伝関証拠JI自白の任意性JI員語調書JI同

意・不同意JIアリバイ j 営用意した。「員面調書j は伝開法郎のところで，

法律用語として利用される略称であり，またー殻ではあまり使わない用語の

代表であると考えたため，あえて，質爵項目に入れた。その他，法廷に臨む

に当たって，耳にすることが多いと思われる用語として「公訴事実JI罪状

認否JI異議Jを組み込んだ。また， I起訴猫予」の語は，裁判員にはあまり

必要ないと考えられるが，事前の学生による予備調査で比較的誤解が多いと

感じられたため，聴くこととした。

結果は，概して言えば，…般の市民の屈答は，一つの選択肢にはあまり集

中しなかったように思われる。正解として予定していた選択肢の中で，特に

40%以下が， I主尋問J，I伝聞証拠①JI伝聞証拠②J，I員語調書Jであっ

7こ。

裁判員が公判廷に臨むに当たっては，誰が何のために尋問するのか，交互

尋問の方式を理解しておくことは公判を理解するためには重要で、あろう。し

かし，その用語の一つである「主尋問j そ理解している割合は，少なかった
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といえるであろう。またこの結果から， I伝聞証拠jや「員匝謂書」という

雷葉は，特殊な法律用語であるといえよう。

これらの用語については， Iわからないj と回答した割合も高かった (1主

尋問J1伝部証拠①J1伝聞証拠②J1異国調書jのJI震に，それぞれ 30%，38%， 46%， 60%) 0 

fわからないj と回答した割合は，これら 4つについては，その他の調査寝

自よりも高かった。特lこ f員面調書j は3分の 2弱が「わからないj と由答

しているから，なじみのある用語ではないのであろう。

正解として予定していた選択肢について回答した割合では，次に抵い割合

として， r自白の任意性Jが48%，r同意・不問意」が 55%，I起訴猶予Jが

50%弱であった。したがって，約半数の人々しか，作成者が正解と予定し

ていた回答をしていない。これらは証拠能力があるかを決する重要な法律用

語であるから，この結果には注視すべきであろう。

ただし， r起訴猶予Jについては「わからないJが 11%であるのに対し，

「自白の任意性」は「わからない」が 23%，I同意・不同意」が 20%であっ

た。したがって， r起訴猶予Jについては，用語を誤解したまま自信を持っ

て回答した場合が多いが， r自由の任意性Jr同意・不同意」についてはそれ

ほどの自信がないまま， Iわからない」と回答したケースが多いと思われる。

相対的には， この 2つは意味内容もあまりなじみのない用語だといえるので

はないだろうか。

しかし，その他の用語については，正解と予定していた選択肢に一般の市

民の 7舗が集中した。ただし 80%以上のものは存在しなかった。あえて注

目すべき項呂を挙げるとすると， I証拠能力JI罪状認否Jrアリパイ Jが80%

弱であった。したがって，これらは一般の市民にも，比較的なじみのある言

葉，想像しやすい言葉なのかもしれない。しかし， 90%以上の調査項目は

なかったから，やはり専門用語については，市民と法律家との間の認識の差

は，ある程度はあるものと考えた方がよいのではないだろうか。

以上をまとめると，任意的に聴いてみたこれらの法律用語については，法

律学を履修している法曹と一般の市民との間には，ある程度，認識に差があ
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るものと想像される。市民が法廷で証言を聴き，証拠ぞ理解することは，裁

判員制度の評価lこ繋がるであろうと思われる。法廷での理解を促進するため

にも，わかりやすい法廷を実現することが，裁判員が積極的に参加していく

ためには必要である。だからこそ，法律用語をわかりやすく説明する作業

も，今後，今以上に必要になると思われる。この調査の結果からは，特に，

証拠法に関する用語である f伝開法郎jや「自自の任意性・信用性」の市民

の認識について，注意すべきである。なお調査では， i証拠能力jは78%と

比較的高かったが，証拠能力と証明力との違いについては明らかにできな

かった。

4. 4 まとめ

以上より，法律や心理学に関する一般の市民の知識に関する認識を調査し

た結果をまとめてきた。本語査では，裁判官や弁護士などの法律家に問じよ

うな調査をしたわけではないため，その差がどの程度あるのか，明らかにで

きていない。本来であれば，異体的な認識にいかなる棺違があるのかを調査

するためには，法律家との比較調査を行う必要がある。したがって，本調査

はこの部分について限界があり，その結論付けは必ずしも明瞭なものではな

いかもしれない。ただし，一般の人々の法律に関する認識について，知るた

めの足がかりにはなるであろう。本調査の結果からは，以上の観点から，さ

さやかではあるが，暁らかにできる部分を提示したつもりである。

実際に，裁判官や，検察官・弁護人が，当然のごとく理解していると想定

している法の世界における常識は，実は，一般の人々は必ずしも共有してい

るわけではないかもしれない。そこで，本調査はできるだけ基本的な法知

識，用語などを選択して，この部分を知るべく聞いかけたつもりである。し

かし，例えば自由記述繍では非常に難しかったという内容の記述が見られた

ように，全体的に，必ずしも龍潔な内容のものばかりではなかったようであ

る。むしろ，法の世界で適用している常識は，一般の人々が共有していない
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ものも多いのではないだろうか。本調査の結果からは，少なくとも，一般の

人々の認識がいかなるもので，そして，偲について法律家との認識に差があ

るのかを検話する作業が必要であることについては暁らかであろう。

一方，心理学知識については，市民の判断は，傾向としては専門家とさほ

ど大きくは異ならないが，専門家ほどには明確な判断を行っていないという

傾向を見ることができた。また，中には市民と専門家とで逆の判断が見られ

た項毘もあった。しかしこのような指摘は，裁判官などの法律家にも開様に

当てはまる可能性は高い。なぜなら，法律家といえども，このような知識を

十分に習得する教育を必ずしも受けているとは限らないからである。
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